
令和６年12月２日
（被保険者証廃止日）

被保険者証

令和６年８月１日
（一斉更新）

令和７年７月31日
（一斉更新）

～被保険者証・資格確認書の更新スケジュール～

令和６年８月1日時点
で既に被保険者の方

一斉更新後から令和６年
12月1日までに
資格取得する方

・令和６年12月２日以降
に資格取得する方

・令和６年12月２日以降
に被保険者証の券面
情報が変更になった方等

被保険者証

資格確認書

資格確認書

全
て
の
証
書
の
有
効
期
間
が
終
了
（
一
斉
更
新
）

全
被
保
険
者
に
資
格
確
認
書
を
交
付

令和８年７月31日
（一斉更新）

資
格
確
認
書
の
有
効
期
間
が
終
了

交
付
終
了

※

※ 暫定運用の継続により令和７年度に実施する一斉更新については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を
交付することになった。「資格確認書」の有効期間は、令和８年７月31日までの「１年間」とする。

暫定的運用期間
（R６.12.2～R７.7.31）

マイナ保険証
未保有者
保有者とも

暫定運用の継続
（R7.8.1～R8.7.31）

マイナ保険証
未保有者
保有者とも
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※


